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問こども子育て支援課☎51 6716

児童扶養手当 全部支給のかた 一部支給のかた

１人目
42,330 円

（42,000 円）
42,320 ～ 9,990 円
（41,990 ～ 9,910 円）

２人目 5,000 円加算
３人目以降 3,000 円加算

特別障害者手当 26,830 円（26,620 円）
障害児福祉手当 14,600 円（14,480 円）

福祉手当（経過措置分） 14,600 円（14,480 円）

児童扶養手当などの月額が変更になりました 

問生活福祉課☎51 6718

特別児童扶養手当
１級 51,500 円（51,100 円）
２級 34,300 円（34,030 円）

 （　）内は３月までの月額です。

国民年金の保険料が変更になります
問市民課☎51 6753

　平成 28 年度国民年金保険料は月額 16,260 円です。４月
上旬に日本年金機構から納付書が郵送されます。割引に
なる前納の納付書も同封されますのでご利用ください。

下水道の使用区域が広がりました 問下水道課☎㉕ 4015

　次の区域は、下水道の使用が可能となりました。早めに接続工事をお願い
します。
　なお、接続工事は市の指定を受けた排水設備工事業者しか行えません。工
事業者は市ホームページでご確認ください。
　市では接続工事の融資あっせんを行っています。

　一本木沢二丁目 　三本木字一本木沢 　三本木字上平

　三本木字下平 　深持字南平 　

新たな供用開始区域 既存の供用開始区域

◆新たな供用開始区域◆ ※それぞれ一部区域です

三本木字一本木沢ほか

深持字南平ほか

十和田工業高校

上平団地

甲東中学校
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　総務省と経済産業省は、平成 28 年６月１日現在
で、「平成 28 年経済センサス‐活動調査」を実施
　　　　　　　　　します。
　　　　　　　　　　全国の全ての事業所と企業
　　　　　　　　　が対象になります。
　　　　　　　　　　調査への回答をお願いしま
　　　　　　　　　す。
　　　　　　　　　　　　問政策財政課☎51 6711


